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(57)【要約】
【課題】複数段多極構成の静電偏向器方式に基づいた電
子ビーム式検査装置において、ＰＶＣモードとＮＶＣモ
ードのいずれにも対応できる偏向電圧生成方法を提供す
ると共に、偏向制御回路のノイズに起因する電子ビーム
の走査ずれを低減して検出感度を向上できる検査装置を
提供する。
【解決手段】電子ビーム式検査装置において、静電偏向
器を制御する偏向制御手段２は、偏向制御信号を生成す
る偏向波形生成手段２１と、生成された制御信号を増幅
し、この増幅された制御信号を分岐して静電偏向器の各
段に違う電圧を印加する偏向信号出力手段２０とを有す
る。偏向信号出力手段２０は、静電偏向器の各段に違う
電圧を印加するために、帯電制御手段により設定されて
帯電制御電極に印加する電圧に応じて静電偏向器の各段
に印加する制御信号の電圧比を切り替える偏向電圧比切
替手段２０３を有する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検査試料を保持する試料台と、
　前記被検査試料に電子ビームを照射する照射手段と、
　前記電子ビームを偏向する複数段多極構成の静電偏向器と、
　前記静電偏向器に偏向制御信号を出力して前記静電偏向器を制御する偏向制御手段と、
　前記偏向制御手段により制御されて前記静電偏向器により偏向された電子ビームによる
前記被検査試料からの二次電子または反射電子を検出する検出手段と、
　前記被検査試料上の帯電状態の制御による二次電子または反射電子を制御する帯電制御
電極と、
　前記被検査試料ごとに選択される検査条件に従って前記帯電制御電極に印加する電圧を
設定する帯電制御手段とを有し、
　前記偏向制御手段は、
　前記偏向制御信号を生成する偏向信号生成手段と、
　前記偏向信号生成手段により生成された制御信号を増幅し、この増幅された制御信号を
分岐して前記静電偏向器の各段に違う電圧を印加する偏向信号出力手段とを有し、
　前記偏向信号出力手段は、前記静電偏向器の各段に違う電圧を印加するために、前記帯
電制御手段により設定されて前記帯電制御電極に印加する電圧に応じて前記静電偏向器の
各段に印加する制御信号の電圧比を切り替える偏向電圧比切替手段を有することを特徴と
する検査装置。
【請求項２】
　請求項１記載の検査装置において、
　前記静電偏向器は、上段と下段の２段からなり、
　前記偏向信号生成手段と前記偏向信号出力手段との間に、前記偏向信号生成手段により
生成された制御信号から前記静電偏向器の上段と下段の各極に印加する制御信号を演算す
る信号演算手段を有し、
　前記偏向信号出力手段は、
　前記信号演算手段により演算された制御信号を増幅し、前記静電偏向器の上段と下段に
共通な増幅手段と、
　前記増幅手段により増幅された制御信号を分岐して前記静電偏向器の上段と下段に違う
電圧を印加する手段とを有することを特徴とする検査装置。
【請求項３】
　請求項１記載の検査装置において、
　前記静電偏向器は、上段と下段の２段からなり、
　前記偏向信号出力手段は、
　前記偏向信号生成手段により生成された制御信号を増幅し、前記静電偏向器の上段と下
段に共通な増幅手段と、
　前記増幅手段により増幅された制御信号を分岐して前記静電偏向器の上段と下段に違う
電圧を印加する手段とを有することを特徴とする検査装置。
【請求項４】
　請求項１記載の検査装置において、
　前記静電偏向器は、上段と下段の２段からなり、
　前記偏向信号生成手段と前記偏向信号出力手段との間に、前記偏向信号生成手段により
生成された制御信号から前記静電偏向器の上段と下段の各極に印加する制御信号を演算す
る信号演算手段を有し、
　前記偏向信号出力手段は、前記信号演算手段により演算された制御信号を増幅し、前記
静電偏向器の上段と下段に共通な増幅手段を有し、
　前記増幅手段は、前記偏向電圧比切替手段を有することを特徴とする検査装置。
【請求項５】
　請求項１記載の検査装置において、
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　前記静電偏向器は、上段と下段の２段からなり、
　前記偏向信号出力手段は、前記偏向信号生成手段により生成された制御信号を増幅し、
前記静電偏向器の上段と下段に共通な増幅手段を有し、
　前記増幅手段は、前記偏向電圧比切替手段を有することを特徴とする検査装置。
【請求項６】
　被検査試料を保持する試料台と、
　前記被検査試料に電子ビームを照射する照射手段と、
　前記電子ビームを偏向する複数段多極構成の静電偏向器と、
　前記静電偏向器に偏向制御信号を出力して前記静電偏向器を制御する偏向制御手段と、
　前記偏向制御手段により制御されて前記静電偏向器により偏向された電子ビームによる
前記被検査試料からの二次電子または反射電子を検出する検出手段と、
　前記被検査試料上の帯電状態の制御による二次電子または反射電子を制御する帯電制御
電極と、
　前記被検査試料ごとに選択される検査条件に従って前記帯電制御電極に印加する電圧を
設定する帯電制御手段とを有し、
　前記偏向制御手段は、
　前記偏向制御信号を生成する偏向信号生成手段と、
　前記偏向信号生成手段により生成された制御信号を増幅し、この増幅された制御信号を
分岐して前記静電偏向器の各段に同じ大きさの電圧を印加する偏向信号出力手段とを有す
ることを特徴とする検査装置。
【請求項７】
　請求項６記載の検査装置において、
　前記静電偏向器は、上段と下段の２段からなり、
　前記偏向信号出力手段は、
　前記偏向信号生成手段により生成された制御信号を増幅し、前記静電偏向器の上段と下
段に共通な増幅手段と、
　前記増幅手段により増幅された制御信号を分岐して前記静電偏向器の上段と下段に同じ
大きさの電圧を印加する手段とを有することを特徴とする検査装置。
【請求項８】
　請求項６記載の検査装置において、
　前記静電偏向器は、上段と下段の２段からなり、
　前記偏向信号生成手段と前記偏向信号出力手段との間に、前記偏向信号生成手段により
生成された制御信号から前記静電偏向器の上段と下段の各極に印加する制御信号を演算す
る信号演算手段を有し、
　前記偏向信号出力手段は、前記信号演算手段により演算された制御信号を増幅し、前記
静電偏向器の上段と下段に共通な増幅手段と、
　前記増幅手段により増幅された制御信号を分岐して前記静電偏向器の上段と下段に同じ
大きさの電圧を印加する手段とを有することを特徴とする検査装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体外観検査技術に関し、特に微細な回路パターンを有する半導体ウエハ
や、ホトマスク（露光マスク）、液晶等を検査する電子ビームを用いた電子ビーム式検査
装置に適用して有効な技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　本発明者が検討したところによれば、半導体外観検査技術としては、例えば特許文献１
～５、非特許文献１～３に記載される技術などが挙げられる。以下において、これらの文
献に記載された技術の内容や、これらの文献に記載の技術に相当する内容を示した図２～
図５を用いて説明する。図２は特許文献３、図３は特許文献４、図４は特許文献２及び５
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、図５は非特許文献２及び３、にそれぞれ記載されている内容に相当する技術である。
【０００３】
　例えば、半導体装置の製造技術では、半導体装置の製造過程における異常や不良発生を
、早期に、あるいは、事前に検知するため、各製造工程の終了時において半導体ウエハ上
のパターン検査が行われる。ウエハ上の回路等のパターンを検査する電子ビームを用いた
検査方法及び検査装置では、検査対象のウエハに電子ビームをスキャンして照射し、発生
する二次電子から検出画像を生成し、同様の回路パターンの画像同士を比較し、差が大き
い場所を欠陥として判定を行う。
【０００４】
　従来の電子ビーム式検査装置について、以下、図２、図３を用いて説明する。なお、図
２は電子ビーム式検査装置に関する一般的な動作を説明するために、その構成の一例を示
したものであり、図示する構成に限られるものではない。また、図３（ａ）に示したＸ，
Ｙの座標は、例として電子ビームのスキャン方向をＸ方向、ステージの移動方向をＹ方向
として図示した。
【０００５】
　図２の検査装置において、電子銃３０より射出した電子ビーム３１は、集束レンズ３６
で集束され、静電偏向器３２を介して偏向制御され、対物レンズ３７等を経て試料３３を
スキャンしながら照射される。電子ビーム３１が照射されると、試料３３からは二次電子
３８が発生し、二次電子３８は検出器３５で検出される。
【０００６】
　例えば、図３に示す試料台３４を図示するＹ方向へ連続的に移動させながら、電子ビー
ム３１を、試料３３上で図示するＸ方向に繰返し走査するように静電偏向器３２を動作さ
せて、前記繰返し走査に同期して試料３３から発生する二次電子３８を検出器３５で検出
することで、図３（ｂ）に示す試料３３の二次元検出画像イメージ６０を得る。試料台３
４をＸ方向へ移動して検査する場合は、電子ビーム３１が試料３３上をＹ方向に繰返し走
査するように制御を行う。
【０００７】
　検出器３５で検出された信号は、検出回路４１によってデジタル信号に変換される。画
像処理手段４２は、デジタル信号をもとに二次元の画像を生成して、この画像内にある欠
陥を検出し、その検出結果を全体制御手段１に送信する。全体制御手段１は、ＧＵＩ画面
５より入力された検査条件に応じて、電子銃３０、欠陥検出手段４、偏向制御手段２、対
物レンズ３７、帯電制御手段５０、試料台３４の制御を行う。
【０００８】
　ここでは、試料台３４は、図３に表示するＸ方向またはＹ方向の２方向に連続的に移動
する例を記したが、試料台３４が物理的に回転し、図示するＸ方向またはＹ方向の一方向
のみに連続的に移動するものでも構わず、試料台３４の構成を限定するものではない。ま
た、検出器３５は、試料３３から発生する二次電子３８を検出するように構成したが、試
料３３から発生する透過電子若しくは吸収電子を検出するように構成してもよい。
【０００９】
　特に、特許文献１と非特許文献１においては、通常の走査型電子顕微鏡（ＳＥＭ）の１
００倍以上（１０ｎＡ以上）の電子線電流を基板に照射し、発生する二次電子・反射電子
・透過電子の何れかを検出し、その検出信号から得られる画像により欠陥を検出する方法
が開示されている。この中で、電子ビームをスキャン制御する電子ビーム偏向器は２段に
配設した静電偏向器で構成するとともに、ビーム偏向制御回路を偏向波形発生手段と、上
下２段偏向器に対して独立な高電圧増幅手段で構成し、±１８０Ｖのランプ波形を発生す
ることが開示されている。
【００１０】
　また、技術の進歩に伴い、検査装置が対象とする回路パターンを形成する材質や構成は
複雑化し、これに応じて欠陥の種類も増大している。従来の検査装置では、ウエハに照射
する電子線のエネルギーである加速電圧や、対象物上での電界強度などを適切に設定する
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ことにより、各種の欠陥に対応した検出条件を設定していた。特に電子光学系では、ＮＶ
Ｃ（Ｎｅｇａｔｉｖｅ　Ｖｏｌｔａｇｅ　Ｃｏｎｔｒａｓｔ：負帯電）モード、およびＰ
ＶＣ（Ｐｏｓｉｔｉｖｅ　Ｖｏｌｔａｇｅ　Ｃｏｎｔｒａｓｔ：正帯電）モードと称され
るウエハ上の帯電状態により、検出可能となる欠陥の種類が大幅に異なることから、これ
ら２つの検査モードを１台の検査装置で両立することが要求されている。
【００１１】
　図４に示した２段の静電偏向器（上段静電偏向器３２ａ、下段静電偏向器３２ｂ）を用
いた偏向方式（（ａ）ＰＶＣモード、（ｂ）ＮＶＣモード）では、電子ビーム３１の偏向
支点３７１は、対物レンズ３７の中心になることが望ましい。ここで、偏向支点３７１は
静電偏向器３２の構成、試料３３上の帯電状態と上下２段の静電偏向器３２に印加する偏
向電圧の比率で決定される。ＰＶＣモードとＮＶＣモードではウエハの帯電電圧（ＰＶＣ
モードの帯電電荷３９１、ＮＶＣモードの帯電電荷３９２）が異なることから、各モード
に応じて上段静電偏向器３２ａと下段静電偏向器３２ｂへの印加電圧比率をそれぞれ変更
する必要があり、従来の検査装置では上下２段の静電偏向器３２への印加電圧を個別に生
成する構成となっていた。
【００１２】
　電子ビーム式検査装置における静電偏向器は、電極間隔が等間隔である８極形、あるい
は電極間隔が非等間隔である１２極形、２０極形が主に用いられ、各偏向器方式に対して
、偏向制御手段には少なくとも偏向波形発生手段と電圧増幅手段が含まれる。
【００１３】
　この静電偏向器における偏向歪や収差を最小にするために、偏向器中で均一な電界範囲
が広範囲であることが必要であり、偏向器の形状によって広範囲な電界範囲を得る条件が
異なってくることが知られている。８極静電偏向器の場合は、Ｘ、Ｙ方向に印加が必要な
偏向電圧Ｖｘ、Ｖｙから図５に示すような関係で各極に分割された電圧を印加することが
必要である。そのため、８極静電偏向器を制御する偏向制御回路では、前記の関係で電極
電圧を演算して出力する８極信号演算手段が必要となる。一方、１２極形と２０極形の静
電偏向器では、電極幅と間隔を変えることで、均一な電界範囲を広くすることが可能であ
り、電極信号演算手段は必要なくなる。但し、２０極形は製造工程が複雑であり、また１
２極形の方は３次歪と収差があることなどの問題がある。
【００１４】
　図２では、電子ビーム式検査装置の例として、前記の２段８極静電偏向器と偏向制御手
段２を図示した。図３に示すようなスキャンを実現するために、偏向制御手段２の偏向波
形生成手段２１はＸ、Ｙ両方向の基本偏向信号を生成し、上下偏向信号分配手段２５で上
下２段偏向器用信号を分配した後、上段８極信号演算手段２６ａと下段８極信号演算手段
２６ｂでそれぞれ図５に示した関係を満足する８極信号を演算し、上段偏向信号増幅手段
２７ａと下段偏向信号増幅手段２７ｂで偏向器駆動用高電圧信号を増幅し、上段静電偏向
器３２ａと下段静電偏向器３２ｂに印加して、電子ビーム３１の走査制御を行う。
【特許文献１】特開平５－２５８７０３号公報
【特許文献２】特開２００５－３１１０１８号公報
【特許文献３】特開２００３－１９７１４１号公報
【特許文献４】特開２００１－１４７１１４号公報
【特許文献５】特開２００７－３２９３３７号公報
【非特許文献１】Ｐ．Ｓａｎｄｌａｎｄ　ｅｔ　ａｌ“Ａｎ　ｅｌｅｃｔｒｏｎ－ｂｅａ
ｍ　ｉｎｓｐｅｃｔｉｏｎ　ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　ｘ－ｒａｙ　ｍａｓｋ　ｐｒｏｄｕ
ｃｔｉｏｎ”，Ｊ．Ｖａｃ．Ｓｃｉ．Ｔｅｃｈ．Ｂ，Ｖｏｌ．９，Ｉｓｓｕｅ６，ｐｐ１
２８９－１２９２（１９８３），ｐｐ３００５－３００９（１９９１）
【非特許文献２】Ｅ．Ｇｏｔｏ　ｅｔ　ａｌ“Ｉｎ－ｌｅｎｓ　Ｄｅｆｌｅｃｔｉｏｎ　
ｓｙｓｔｅｍ　ｗｉｔｈ　ｎｏｎｅｑｕｉｓｅｃｔｏｒｅｄ－ｔｙｐｅ　ｍｕｉｌｔｐｏ
ｌｅ　ｅｌｅｃｔｒｏｎｓｔａｔｉｃ　ｄｅｆｌｅｃｔｏｒ”，Ｊ．Ｖａｃ．Ｓｃｉ．Ｔ
ｅｃｈ．Ｂ，Ｖｏｌ．１，Ｉｓｓｕｅ４，ｐｐ１２８９－１２９２（１９８３）



(6) JP 2010-20919 A 2010.1.28

10

20

30

40

50

【非特許文献３】Ｃ．Ｈ．Ｓｃｈａｅｆｅｒ，“Ａ　ｔｈｅｏｒｅｔｉｃａｌ　ｐｅｒｆ
ｏｒｍａｎｃｅ　ｃｏｍｐａｒｉｓｏｎ　ｏｆ　ｓｉｘ　ｅｌｅｃｔｒｏｓｔａｔｉｃ　
ｅ－ｂｅａｍ　ｄｅｆｌｅｃｔｏｒｓ”，Ｊ．Ｖａｃ．Ｓｃｉ．Ｔｅｃｈ．Ｂ，Ｖｏｌ．
４，Ｉｓｓｕｅ５，ｐｐ１２３７－１２４２（１９８６）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１５】
　ところで、前記特許文献１～５、非特許文献１～３に記載されるような検査装置では、
検査対象であるウエハ上に形成される回路パターンの微細化に伴い、欠陥の検出感度の向
上が要求されており、特に電子ビームに走査ずれが発生すると検出感度が向上できないと
いう課題を有している。電子ビームの走査位置を制御するための電子ビーム偏向制御回路
において、回路構成素子で発生した回路ノイズが被検査試料における電子ビームの走査ず
れの原因であり、偏向制御手段の回路素子で発生した熱雑音などのランダムな回路ノイズ
（偏向信号雑音６０１）が図６（ｂ）に示すように偏向制御信号波形６００に重畳し、図
６（ａ）に示すような電子ビーム走査ずれ６０２を発生させることになる。
【００１６】
　電子ビーム式検査装置は、同じ回路パターン同士間の検出画像を比較することで欠陥判
定するため、ランダムな走査ずれが発生すると、本来検出すべき正常部のパターンと異な
る位置のパターンまたは信号強度を検出することとなり、検出されたパターンは正常部の
パターンとは異なる擬似欠陥となる。８極以外のその他多極数を有する偏向器を用いた電
子ビーム式検査装置においても、同様に偏向制御回路のノイズに起因した電子ビームの走
査ずれが問題となる。
【００１７】
　なお、前記特許文献１には、検査対象であるウエハ上の同一箇所をＮ回スキャンしてＮ
回分の検出信号を加算することで、ランダムであるノイズの影響を低減する方法が開示さ
れている。しかし上記の方法ではＮ回スキャンすることから、例えば、重ね合せを２回、
４回行うとそれぞれの検査速度は１／２倍、１／４倍となり、原理的に検査速度が低下す
るという課題を有している。
【００１８】
　そこで、本発明は、上記問題に鑑み、２段以上の複数段多極構成の静電偏向器方式に基
づいた電子ビーム式検査装置において、ＰＶＣモードとＮＶＣモードのいずれにも対応で
きる偏向電圧生成方法を提供すると共に、偏向制御回路のノイズに起因する電子ビームの
走査ずれを低減して検出感度を向上できる検査装置を提供することを１つの目的とするも
のである。
【００１９】
　本発明の前記ならびにその他の目的と新規な特徴は、本明細書の記述および添付図面か
ら明らかになるであろう。
【課題を解決するための手段】
【００２０】
　本願において開示される発明のうち、代表的なものの概要を簡単に説明すれば、次のと
おりである。
【００２１】
　本発明における課題解決手段を説明する前に、まず偏向制御回路のノイズと電子ビーム
の走査ずれの関係について、図７を用いて説明する。図７では２段静電偏向器を用いて説
明するが、偏向制御回路のノイズと電子ビームの走査ずれの関係については、２段静電偏
向器を用いた構成に限られるものではない。
【００２２】
　図７に示す２段静電偏向器において、試料（ウエハ）３３上の電子ビーム偏向量Ｓは、
電子ビーム３１の入射電圧Ｖ０、上段静電偏向器３２ａの長さＤＵ、下段静電偏向器３２
ｂの長さＤＬ、上段静電偏向器３２ａの偏向電圧ＶＵ，－ＶＵ、下段静電偏向器３２ｂの
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偏向電圧ＶＬ，－ＶＬ、静電偏向器３２ａ，３２ｂの内径ｇ、偏向支点３７１から試料３
３までの距離Ｓ３とした場合、以下の簡略式（１）で与えられる。
【００２３】
　（式１）　Ｓ＝２×（ＤＬ×ＶＬ－ＤＵ×ＶＵ）×Ｓ３／（ｇ×Ｖ０）
　上下静電偏向器に印加する偏向電圧をＶＵ＝ＶＬ＝Ｖとした場合、電子ビーム偏向量Ｓ
は、
　（式２）　Ｓ＝２×Ｖ×（ＤＬ－ＤＵ）×Ｓ３／（ｇ×Ｖ０）
となる。
【００２４】
　電子ビーム走査ずれの要因である偏向制御回路のランダムノイズは、図８に示すように
、上下２段の静電偏向器３２に対する共通なノイズＮ＿ｃｏｍと、独立で非共通なノイズ
Ｎ＿ｎｏｃｏｍ＿Ｕ，Ｎ＿ｎｏｃｏｍ＿Ｌに分けられる。共通なノイズＮ＿ｃｏｍに起因
する電子ビーム走査ずれ量は、
　（式３）　δＳ＿ｃｏｍ＝２×Ｎ＿ｃｏｍ×（ＤＬ－ＤＵ）×Ｓ３／（ｇ×Ｖ０）
である。
【００２５】
　一方、独立な非共通ノイズＮ＿ｎｏｃｏｍ＿ＵとＮ＿ｎｏｃｏｍ＿Ｌの大きさが同じ値
Ｎ＿ｎｏｃｏｍと仮定すると、発生する電子ビーム走査ずれ量は、
　（式４）　δＳ＿ｎｏｃｏｍ＝２×Ｎ＿ｎｏｃｏｍ×（（ＤＬ

２＋ＤＵ
２）（０．５）

×Ｓ３／（ｇ×Ｖ０））
となる。
【００２６】
　比較するために、Ｎ＿ｃｏｍ＝Ｎ＿ｎｏｃｏｍと仮定すると、
　（式５）　（ＤＬ

２＋ＤＵ
２）（０．５）＞＞（ＤＬ－ＤＵ）

であるから、
　（式６）　δＳ＿ｎｏｃｏｍ＞＞δＳ＿ｃｏｍ

となる。
【００２７】
　上記より、偏向制御回路のノイズにおいて、上下２段静電偏向器で非共通なノイズ成分
が電子ビームの走査ずれの主要因である。従って、電子ビームの走査ずれを低減するため
に、上下２段静電偏向器に印加する非共通部分の回路ノイズを低減することと、上下２段
静電偏向器に対して偏向制御回路の共通化を図ることが必要となる。一方、試料上の帯電
状態が異なるＰＶＣとＮＶＣの両方の検査モードを１つの電子ビーム式検査装置上で両立
するため、帯電制御電極に印加する電圧に応じて上下２段静電偏向器に印加する偏向制御
電圧の比率を切り替える回路方式と制御手段の提供が必要となる。
【００２８】
　そこで、本発明の代表的なものの概要は、電子ビーム式検査装置において、試料を保持
する試料台と、試料に電子ビームを照射する照射手段と、電子ビームを偏向する複数段多
極構成の静電偏向器と、静電偏向器に偏向制御信号を出力して静電偏向器を制御する偏向
制御手段と、偏向制御手段により制御されて静電偏向器により偏向された電子ビームによ
る試料からの二次電子または反射電子を検出する検出手段と、試料上の帯電状態の制御に
よる二次電子または反射電子を制御する帯電制御電極と、試料ごとに選択される検査条件
に従って帯電制御電極に印加する電圧を設定する帯電制御手段とを有する。前記偏向制御
手段は、偏向制御信号を生成する偏向信号生成手段と、この偏向信号生成手段により生成
された制御信号を増幅し、この増幅された制御信号を分岐して静電偏向器の各段に違う電
圧を印加する偏向信号出力手段とを有する。前記偏向信号出力手段は、静電偏向器の各段
に違う電圧を印加するために、帯電制御手段により設定されて帯電制御電極に印加する電
圧に応じて静電偏向器の各段に印加する制御信号の電圧比を切り替える偏向電圧比切替手
段を有する。
【００２９】
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　例えば、前記電子ビーム式検査装置で、静電偏向器が上段と下段の２段、電極間隔が等
間隔である８極等の構成の場合には、偏向信号生成手段により生成された制御信号から静
電偏向器の上段と下段の各極に印加する制御信号を演算する信号演算手段を有する。前記
偏向信号出力手段は、信号演算手段により演算された制御信号を増幅し、静電偏向器の上
段と下段に共通な増幅手段と、増幅手段により増幅された制御信号を分岐して静電偏向器
の上段と下段に違う電圧を印加する手段とを有する。また、静電偏向器が上段と下段の２
段、電極間隔が非等間隔である１２極、２０極等の構成の場合には、前記信号演算手段は
不要で、前記偏向信号出力手段は、偏向信号生成手段により生成された制御信号を増幅し
、静電偏向器の上段と下段に共通な増幅手段と、増幅手段により増幅された制御信号を分
岐して静電偏向器の上段と下段に違う電圧を印加する手段とを有する。
【発明の効果】
【００３０】
　本願において開示される発明のうち、代表的なものによって得られる効果を簡単に説明
すれば以下のとおりである。
【００３１】
　すなわち、代表的なものによって得られる効果は、複数段多極構成の静電偏向器方式に
基づいた電子ビーム式検査装置において、ＰＶＣモードとＮＶＣモードのいずれにも対応
できる偏向電圧生成方法を提供すると共に、偏向制御回路のノイズに起因する電子ビーム
の走査ずれを低減して検出感度を向上できる検査装置を提供することが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３２】
　以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて詳細に説明する。なお、実施の形態を説明
するための全図において、同一の部材には原則として同一の符号を付し、その繰り返しの
説明は省略する。
【００３３】
　＜第１の実施の形態＞
　本発明の第１の実施の形態に係る検査装置について、図１を用いて説明する。図１は、
電子ビーム式検査装置の構成例を示す概略ブロック図である。本実施の形態では、前述し
た図２の電子ビーム式検査装置や図３～図５等で説明した内容と異なる部分を主として説
明し、同様の部分の説明は省略するものとする。
【００３４】
　本実施の形態の電子ビーム式検査装置は、被検査試料がウエハ等の自動検査装置への適
用例であって、検査装置全体の制御を行う全体制御手段１と、静電偏向器に偏向制御信号
を出力して静電偏向器を制御する偏向制御手段２と、偏向制御手段２により制御されて静
電偏向器により偏向された電子ビームによる試料からの二次電子または反射電子を検出し
て信号処理する欠陥検出手段４と、検査条件の入力と検査結果の表示を行うＧＵＩ画面５
と、検査装置本体などから構成される。
【００３５】
　検査装置本体は、試料３３に電子ビーム３１を照射する照射手段である電子銃３０と、
電子ビーム３１を偏向する複数段多極構成（ここでは２段８極構成の例）の静電偏向器３
２（上段静電偏向器３２ａ、下段静電偏向器３２ｂ）と、試料３３を保持する試料台３４
と、試料３３に照射された電子ビーム３１によって発生する二次電子（または反射電子等
）３８を検出する検出器３５と、電子ビーム３１を集束させる集束レンズ３６と、対物レ
ンズ３７と、帯電制御電極３９などから構成される。帯電制御電極３９は、ＧＵＩ画面５
に入力した検査条件を記載したレシピ情報から試料３３ごとに選択する検査条件に従って
帯電制御電極３９に印加する電圧を設定する帯電制御手段５０により制御される。
【００３６】
　欠陥検出手段４は、検出器３５で検出された信号をデジタル信号に変換する検出回路４
１と、変換されたデジタル信号をもとに二次元の画像を生成して、この画像内にある欠陥
を検出する画像処理手段４２などから構成される。画像処理手段４２からの検出結果は全
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体制御手段１に送信され、ＧＵＩ画面５に検査結果として表示される。また、全体制御手
段１は、ＧＵＩ画面５より入力された検査条件に応じて、電子銃３０、欠陥検出手段４、
偏向制御手段２、対物レンズ３７、帯電制御手段５０、試料台３４などの制御を行う。
【００３７】
　偏向制御手段２は、全体制御手段１からの指令に従って、電子銃３０から集束レンズ３
６と静電偏向器３２と対物レンズ３７とを通って試料台３４上に設置された試料３３に照
射される電子ビーム３１の偏向を制御する手段であり、電子ビーム３１の偏向を制御する
基本の偏向制御信号を生成する偏向波形生成手段（偏向信号生成手段）２１と、生成され
た偏向制御信号から静電偏向器３２の各極に印加する電極制御信号を演算する８極信号演
算手段２２と、演算された電極制御信号を増幅し、この増幅された電極制御信号を分岐し
て静電偏向器３２の各段に違う電圧を印加する偏向信号出力手段２０などから構成される
。
【００３８】
　偏向信号出力手段２０は、８極信号演算手段２２で演算された電極制御信号を増幅する
偏向信号増幅手段２０１と、増幅された電極制御信号から上段静電偏向器３２ａと下段静
電偏向器３２ｂに印加する信号を分岐する擬似インバーター回路２０２から構成される。
さらに、擬似インバーター回路２０２の信号入力部分に、上段静電偏向器３２ａと下段静
電偏向器３２ｂに違う電圧を印加するために、帯電制御手段５０により設定されて帯電制
御電極３９に印加する電圧に応じて上段静電偏向器３２ａと下段静電偏向器３２ｂに印加
する制御信号の電圧比を切り替える偏向電圧比切替手段２０３を有する。この偏向電圧比
切替手段２０３は、例えば一端が共通に接続された２つの抵抗をスイッチで切り替えるよ
うな構成からなり、このスイッチを制御して抵抗値を変えることにより、上段静電偏向器
３２ａと下段静電偏向器３２ｂに印加する電圧は、ＰＶＣモードとＮＶＣモードのそれぞ
れに必要な偏向電圧比に切り替えられる。
【００３９】
　以下に示す２つの理由で、この偏向電圧比切替手段２０３を有する擬似インバーター回
路２０２を利用することが本実施の形態（本発明）の最良の形態である。
【００４０】
　（１）一般的に２桁以上のゲインを持つ偏向信号増幅手段２０１に対して、ゲインが約
１の擬似インバーター回路２０２ではノイズが非常に低く、非共通な回路ノイズを最大限
に低減できる。
【００４１】
　（２）偏向信号増幅手段２０１の出力信号は高電圧であるため、非反転入力回路方式を
使用できない。
【００４２】
　よって、本実施の形態の構成では、電子ビーム走査ずれの主要因である上段静電偏向器
３２ａ及び下段静電偏向器３２ｂに対する非共通な回路ノイズが従来の回路構成に比べて
大幅に低減でき、電子ビーム式検査装置の検出感度向上が実現できる。
【００４３】
　以下、電子ビーム式検査装置の簡単な検査動作を示しながら、各部の詳細な説明と具体
的な動作を示す。
【００４４】
　図１において、ＧＵＩ画面５に入力した検査条件によって、全体制御手段１は検査シー
ケンスの決定を行い、各種走査パラメータおよびコマンドを偏向制御手段２に転送する。
同時に、検査条件を記載したレシピ情報から検査試料ごとに選択する検査条件に従って、
ＰＶＣとＮＶＣのモードで必要な帯電制御情報を帯電制御手段５０に転送し、帯電制御電
極３９に必要な帯電電圧信号を印加する。
【００４５】
　偏向制御手段２では、前記パラメータに従い、上段静電偏向器３２ａと下段静電偏向器
３２ｂで構成された静電偏向器３２に与える電圧を制御することで電子ビーム３１を偏向
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し、ウエハ等の試料３３上の目標位置をスキャンする。そのとき発生する二次電子３８が
、検出器３５並びに欠陥検出手段４に設けられた検出回路４１により試料３３の情報とし
て取り込まれ、更に画像処理手段４２が二次電子３８の情報をビーム偏向位置の画素デー
タとして処理することにより、試料３３の画像データが得られる。
【００４６】
　取得した画像データは、画像処理手段４２において、試料３３上の同パターンを持つ画
像もしくは設計データと比較され、その結果を用いてパターンに差異のある個所の評価や
プロセス管理の為のデータ処理を行うことで検査を行い、検査結果をＧＵＩ画面５に表示
する。
【００４７】
　偏向制御手段２の偏向波形生成手段２１は、全体制御手段１からの走査制御パラメータ
により、電子ビーム３１を走査ラインの始点から終点まで直線的に走査できるようにラン
プ形の波形を有する偏向制御信号のデジタルデータを生成し、波形データからアナログ波
形を変換する。その後、８極信号演算手段２２で上段下段８極構成の静電偏向器３２の各
極に印加するために必要な電極制御信号を分割演算し、偏向信号出力手段２０の偏向信号
増幅手段２０１で増幅する。
【００４８】
　偏向信号増幅手段２０１で増幅された高電圧の電極制御信号は２分岐に出力して、１つ
が上段静電偏向器３２ａ及び下段静電偏向器３２ｂの片方（例えば上段静電偏向器３２ａ
）に直接印加する。もう１つは、擬似インバーター回路２０２を経由して上段静電偏向器
３２ａ及び下段静電偏向器３２ｂの残り片方（例えば下段静電偏向器３２ｂ）に印加する
。この場合に、試料３３の帯電制御情報により帯電制御手段５０は擬似インバーター回路
２０２にある偏向電圧比切替手段２０３を制御し、擬似インバーター回路２０２の入力抵
抗値を変えることにより回路ゲインを変え、ＰＶＣモードとＮＶＣモードで必要となる上
下偏向電圧比率を生成する。
【００４９】
　偏向信号出力手段２０で増幅された偏向制御信号に基づき、静電偏向器３２を制御して
電子ビーム３１の偏向を制御する。同時に、全体制御手段１からのコマンド指示に基づい
て、試料３３が搭載される試料台３４は電子ビーム３１との垂直方向で低速移動する。電
子ビーム３１がラインの始点から終点まで１ラインのスキャンが完了したら、その間に試
料台３４を移動させて試料３３上の次の走査目標ラインに走査開始領域を配置し、連続的
に次ラインのスキャンを開始する。
【００５０】
　以上説明したように、本実施の形態の電子ビーム式検査装置によれば、偏向波形生成手
段２１と８極信号演算手段２２と偏向信号増幅手段２０１を上段静電偏向器３２ａと下段
静電偏向器３２ｂに対して共通化し、以降の回路で、増幅された制御信号を２分岐して、
片方を上段静電偏向器３２ａに直接印加し、残りの片方を擬似インバーター回路２０２を
経由して下段静電偏向器３２ｂに印加する構成において、擬似インバーター回路２０２で
ＰＶＣあるいはＮＶＣモード対応の異なる偏向電圧比に帯電制御手段５０の制御で切り替
えることにより、上段及び下段の２段構成の静電偏向器３２に印加する非共通ノイズを最
小化することが可能となり、電子ビームの走査ずれを低減できる。
【００５１】
　この結果、ＰＶＣあるいはＮＶＣのいずれのモードでも必要となる偏向電圧を上段静電
偏向器３２ａと下段静電偏向器３２ｂに印加するとともに、非共通ノイズを最小化するこ
とで偏向制御手段２の回路ノイズに起因する電子ビーム走査ずれを低減して、検出画像の
画質を改善し、欠陥検出感度の向上を実現できる。
【００５２】
　なお、本実施の形態では、２段８極構成の静電偏向器３２に基づいた回路構成と動作を
説明したが、その他の３段以上、電極間隔が等間隔である静電偏向器を使用する場合は、
本発明の基本思想から簡単に構成できることはいうまでもない。
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【００５３】
　＜第２の実施の形態＞
　本発明の第２の実施の形態に係る検査装置について、図９を用いて説明する。図９は、
電子ビーム式検査装置の偏向制御手段の回路構成例を示す概略ブロック図である。本実施
の形態の電子ビーム式検査装置の基本構成は、前記第１の実施の形態とほぼ同様であるた
め、一部説明を省略する。ここでは、第１の実施の形態と異なる部分を主として説明する
。
【００５４】
　本実施の形態の電子ビーム式検査装置において、前記第１の実施の形態と異なる部分は
、電極間隔が非等間隔である１２極あるいは２０極の静電偏向器を制御する偏向制御手段
の回路である。１２極あるいは２０極の静電偏向器を使用する場合は、偏向収差を最小に
するため均一電界が最も広くとれる条件が電極幅の最適設計であり、電極に印加する電圧
は±Ｘと±Ｙの４つのみが必要である（非特許文献２と非特許文献３）。そのため、偏向
制御手段２に電極の信号演算手段の回路ブロックがなくてもよい。
【００５５】
　この場合の偏向制御手段２の最適構成は、図９に示すように、偏向波形生成手段２１と
偏向信号出力手段２０の偏向信号増幅手段２０１は上段静電偏向器３２ａと下段静電偏向
器３２ｂに対して共通化し、増幅された制御信号を２分岐して、片方を上段静電偏向器３
２ａに直接印加し、残りの片方を擬似インバーター回路２０２を経由して下段静電偏向器
３２ｂに印加する。擬似インバーター回路２０２中に、前記第１の実施の形態と同様に、
ＰＶＣモードとＮＶＣモードで必要となる上段静電偏向器３２ａと下段静電偏向器３２ｂ
で異なる偏向電圧比の偏向電圧比切替手段２０３を配設し、帯電制御手段５０からのＰＶ
Ｃ／ＮＶＣモード切替制御信号２０４の制御により偏向電圧比切替手段２０３のスイッチ
を切り換え、ＰＶＣモードあるいはＮＶＣモードに必要な上下偏向電圧比率を生成する。
【００５６】
　これにより、本実施の形態の電子ビーム式検査装置によれば、２段構成の１２極あるい
は２０極の静電偏向器３２を用いた場合でも、前記第１の実施の形態と同様に、ＰＶＣモ
ードとＮＶＣモードに対応し、非共通ノイズを最小化することで偏向制御手段２の回路ノ
イズに起因する電子ビーム走査ずれを低減して、検出画像の画質を改善し、欠陥検出感度
を向上できる。
【００５７】
　なお、本実施の形態では、２段１２極あるいは２０極構成の静電偏向器３２に基づいた
回路構成と動作を説明したが、その他の３段以上、電極間隔が非等間隔である静電偏向器
を使用する場合は、本発明の基本思想から簡単に構成できることはいうまでもない。
【００５８】
　＜第３の実施の形態＞
　本発明の第３の実施の形態に係る検査装置について、図１０を用いて説明する。図１０
は、電子ビーム式検査装置の偏向制御手段の回路構成例を示す概略ブロック図である。前
記第１の実施の形態で示した２段８極構成の静電偏向器に用いた電子ビーム式検査装置の
偏向制御手段の回路は、本発明の非共通ノイズを低減することによる電子ビームの走査ず
れ低減という基本思想に基づいて、図１０に示す構成例でも可能である。
【００５９】
　本実施の形態の電子ビーム式検査装置において、図１０に示す偏向制御手段２の回路構
成は、偏向波形生成手段２１と８極信号演算手段２２までは上段静電偏向器３２ａと下段
静電偏向器３２ｂに対して共通化し、分割演算された信号を増幅する偏向信号増幅手段を
上段偏向信号増幅手段２０５ａと下段偏向信号増幅手段２０５ｂで個別に配設した回路構
成である。上段偏向信号増幅手段２０５ａと下段偏向信号増幅手段２０５ｂ中に、ＰＶＣ
モードとＮＶＣモードで必要となる上段静電偏向器３２ａと下段静電偏向器３２ｂで異な
る偏向電圧比の偏向電圧比切替手段２０３も個別に配設する。そして、ＰＶＣ／ＮＶＣモ
ード切替制御信号２０４により偏向電圧比切替手段２０３のスイッチを切り換え、ＰＶＣ
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モードあるいはＮＶＣモードに必要な上下偏向電圧比率を生成する。
【００６０】
　これにより、本実施の形態の電子ビーム式検査装置によれば、偏向制御手段２の回路の
非共通ノイズは前記第１の実施の形態より大きいものの、従来の回路構成（図２）と比べ
て低減され、欠陥検出感度の向上効果がある。さらに、ＰＶＣモードとＮＶＣモードに対
応した偏向電圧比切替手段２０３を個別に配設しているため、上下異なる偏向電圧種類へ
対応でき、適用範囲が広くなる。
【００６１】
　＜第４の実施の形態＞
　本発明の第４の実施の形態に係る検査装置について、図１１を用いて説明する。図１１
は、電子ビーム式検査装置の偏向制御手段の回路構成例を示す概略ブロック図である。本
実施の形態に示す偏向制御手段の回路構成は、上段静電偏向器と下段静電偏向器に印加す
る偏向電圧が同じである電子ビーム式検査装置に適用する例である。
【００６２】
　本実施の形態の電子ビーム式検査装置において、偏向制御手段２の回路全体の全構成要
素は、上段静電偏向器３２ａと下段静電偏向器３２ｂに対して共通化して、偏向信号増幅
手段２０１で増幅された制御信号を２分岐して、上段静電偏向器３２ａ、下段静電偏向器
３２ｂにそれぞれ印加する。
【００６３】
　これにより、本実施の形態の電子ビーム式検査装置によれば、ＰＶＣモードあるいはＮ
ＶＣモードの一方のみしか対応できないが、偏向制御手段２の回路の上下非共通ノイズは
２段の静電偏向器で相殺され、それに伴い電子ビーム走査ずれの低減による検出感度の向
上が可能となる。例えば、ＰＶＣモードあるいはＮＶＣモードの一方のみを有する検査装
置では、静電偏向器の長さや間隔等の物理サイズの最適な設計により、上段静電偏向器３
２ａと下段静電偏向器３２ｂに印加する偏向電圧を等しくなるように実現可能である。
【００６４】
　さらに、静電偏向器の長さや間隔等の物理形状が可変できる構成を持つ電子ビーム式検
査装置において、ＰＶＣやＮＶＣモードに対応して静電偏向器の物理形状を変えて上段静
電偏向器３２ａと下段静電偏向器３２ｂに印加する電圧を一定とすることで、本実施の形
態の偏向制御手段２の回路構成による検出感度の向上が実現できる。
【００６５】
　なお、図１１の偏向制御手段２は、偏向波形生成手段２１と偏向信号増幅手段２０１の
みを記載して説明したが、本発明の趣旨を逸脱しない限り、その構成に限られるものでは
ない。例えば、８極構成の静電偏向器に用いて、図１のように８極信号演算手段が必要で
ある場合も、偏向信号増幅手段２０１で増幅した偏向信号を２分岐した上で、上段静電偏
向器３２ａと下段静電偏向器３２ｂに印加してもよいことはいうまでもない。
【００６６】
　以上、本発明者によってなされた発明を実施の形態に基づき具体的に説明したが、本発
明は前記実施の形態に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲で種々変更可
能であることはいうまでもない。
【産業上の利用可能性】
【００６７】
　本発明の検査装置は、微細な回路パターンを有する半導体ウエハや、ホトマスク（露光
マスク）、液晶等を検査する電子ビームを用いた電子ビーム式検査装置に利用可能である
。
【図面の簡単な説明】
【００６８】
【図１】本発明の第１の実施の形態に係る電子ビーム式検査装置の構成例を示す概略ブロ
ック図である。
【図２】従来の電子ビーム式検査装置の構成例を示す概略ブロック説明図である。
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【図３】電子ビーム式検査装置の走査例（ａ）と試料の二次元検出画像イメージ（ｂ）を
示す図である。
【図４】２段静電偏向器を用いた偏向方式のＰＶＣモード（ａ）とＮＶＣモード（ｂ）の
説明図である。
【図５】８極静電偏向器の各極に印加する電圧の関係説明図である。
【図６】電子ビーム式検査装置の偏向信号雑音（ｂ）と電子ビーム走査ずれ（ａ）の説明
図である。
【図７】２段静電偏向器の偏向制御回路ノイズと電子ビーム走査ずれの関係説明図である
。
【図８】２段静電偏向器の偏向制御回路のノイズモデルの説明図である。
【図９】本発明の第２の実施の形態に係る電子ビーム式検査装置の偏向制御手段の回路構
成例を示す概略ブロック図である。
【図１０】本発明の第３の実施の形態に係る電子ビーム式検査装置の偏向制御手段の回路
構成例を示す概略ブロック図である。
【図１１】本発明の第４の実施の形態に係る電子ビーム式検査装置の偏向制御手段の回路
構成例を示す概略ブロック図である。
【符号の説明】
【００６９】
　１…全体制御手段、２…偏向制御手段、４…欠陥検出手段、５…ＧＵＩ画面、
　２０…偏向信号出力手段、２１…偏向波形生成手段、２２…８極信号演算手段、２５…
上下偏向信号分配手段、２６ａ…上段８極信号演算手段、２６ｂ…下段８極信号演算手段
、２７ａ…上段偏向信号増幅手段、２７ｂ…下段偏向信号増幅手段、
　３０…電子銃、３１…電子ビーム、３２…静電偏向器、３２ａ…上段静電偏向器、３２
ｂ…下段静電偏向器、３３…試料、３４…試料台、３５…検出器、３６…集束レンズ、３
７…対物レンズ、３８…二次電子、３９…帯電制御電極、
　４１…検出回路、４２…画像処理手段、
　５０…帯電制御手段、
　６０…試料の二次元検出画像イメージ、
　２０１…偏向信号増幅手段、２０２…擬似インバーター回路、２０３…偏向電圧比切替
手段、２０４…ＰＶＣ／ＮＶＣモード切替制御信号、２０５ａ…上段偏向信号増幅手段、
２０５ｂ…下段偏向信号増幅手段、
　３７１…偏向支点、３９１…ＰＶＣモードの帯電電荷、３９２…ＮＶＣモードの帯電電
荷、
　６００…偏向制御信号波形、６０１…偏向信号雑音、６０２…電子ビーム走査ずれ。



(14) JP 2010-20919 A 2010.1.28

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(15) JP 2010-20919 A 2010.1.28

【図５】 【図６】

【図７】

【図８】

【図９】



(16) JP 2010-20919 A 2010.1.28

【図１０】 【図１１】



(17) JP 2010-20919 A 2010.1.28

10

フロントページの続き

(72)発明者  高橋　昌義
            神奈川県横浜市戸塚区吉田町２９２番地　株式会社日立製作所生産技術研究所内
(72)発明者  郡司　康弘
            茨城県ひたちなか市大字市毛８８２番地　株式会社日立ハイテクノロジーズ那珂事業所内
(72)発明者  船津　隆一
            茨城県ひたちなか市大字市毛８８２番地　株式会社日立ハイテクノロジーズ那珂事業所内
Ｆターム(参考) 4M106 AA01  BA02  CA39  DB05  DB18 
　　　　 　　  5C033 FF03 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	overflow

